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 岡山県車両電気配線装置（ワイヤーハーネス） 

 製造業最低工賃を改正します 

－令和７年３月３日から引上げ－ 

 

岡山労働局（局長 森實 久美子）は、岡山県車両電気配線装置(以下「ワイヤー

ハーネス（※１）」という。）製造業最低工賃を別紙のとおり改正します。 

最低工賃は、家内労働者（内職者）に適用される制度であり、ワイヤーハーネ 

スの最低工賃は、平成７年４月１日に新設され、令和４年に続いて今回６回目の

改正となります。 

 最低工賃は、家内労働法において地域別最低賃金との均衡を考慮して定めるこ

ととされており、今回の改正にあたっては、前回改正以降の岡山県最低賃金の大

幅な引上げ(120 円、13.9％)、家内労働者の就労実態等を踏まえ審議、改正され

たものです。 

 ２業務８規格の平均引上率は 14.8％で、今年３月３日から引上げられます。 

 

※１ ワイヤーハーネスは、自動車のスイッチなどの信号と電気を伝送する配線

のことです（画像参照）。 
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コネクタ 

チューブ 

端 子 



－２－ 

 

別 紙 

 

１．適用する家内労働者 

  岡山県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る端子ハメ及びチューブ 

 通しの業務に従事する家内労働者 

 

２．適用する委託者 

  前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 

 

３．第１号の家内労働者に係る最低工賃額 

  次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額 

 （注）「端子ハメ」は端子を１本につき、「チューブ通し」はチューブを１本につきの金額を

いう。  

 

４．効力発生の日    令和７年３月３日 

 
 

業  務 内  容 規     格 
金  額

（注） 

端子ハメ 

電線の端末に取

り付けられた端

子 を コ ネ ク タ

（非防水タイプ

に限る）に差し

込 む こ と を い

う。 

20 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下の電線につい

て行うもの 

1 本につき 

43 銭 

20 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙを超えて 50 ｾﾝﾁﾒｰ

ﾄﾙ以下の電線について行うも

の 

1 本につき 

49 銭 

50 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙを超えて 2 ﾒｰﾄﾙ以

下の電線について行うもの  

1 本につき 

61 銭 

2 ﾒｰﾄﾙを超える電線について

行うもの 

1 本につき 

70 銭 

チューブ通し 

電線の被覆を保

護するため、丸

チューブを電線

の端から差し入

れ る こ と を い

う。 

15 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下のチューブに

ついて行うもの  

1 本につき 

32 銭 

15 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙを超えて 30 ｾﾝﾁﾒｰ

ﾄﾙ以下のチューブについて行

うもの 

1 本につき 

47 銭 

30 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙを超えて 50 ｾﾝﾁﾒｰ

ﾄﾙ以下のチューブについて行

うもの 

1 本につき 

64 銭 

50 ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙを超えるチューブ

について行うもの  

1 本につき 

76 銭 


